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１．はじめに 

2011年夏に東京電力管内で実施された電気事業法27条に

基づく電気の使用制限がもたらした追加的な節電効果を分

析するとともに，各部門別の節電率に関して時間帯別の特

性について分析を試みる． 

 

２．節電率の推計について 

東京電力管内の 5月から 9 月までの電力需要を分析対象

とし，電気の使用制限令に関する比較分析を行う．また，

経済産業省のデータ等を参考に時間帯別部門別の節電率に

関する分析も行った． 

 

３．制限令による節電効果に関する分析 

8 月と 9月の制限令解除後の比較より，制限令の節電効果

は約 5％程度はあったものと推計される．  
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図 1 電力需要削減率の要因分解（東京電力管内） 

４．部門別時間帯別節電率に関する考察 

時間帯別節電率の分析を基にすると大口の中でも業務部

門の削減率が大きかったものと推測される．使用制限令の

対象となった大口需要家を含む業務部門及び産業部門につ

いては節電目標である 15%を達成した反面，家庭部門につい

ては目標に到達しなかった可能性がある． 
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図 2 気温影響を控除した部門別時間帯別節電率に関する

試算（東京電力管内，夏季平日） 

 

５．まとめ 

使用制限令は各主体にとって負担を伴う節電を強いた可

能性があるものの，一定の電力需給バランス改善効果があ

ったものと推計される．また，時間帯別部門別節電率につ

いてはピーク時時間帯別に見て業務部門の寄与が大きいこ

とが推測される．時間帯別に見ると節電の寄与度が異なる

ため，節電目標は部門毎で一律ではなく需要特性に応じた

節電のあり方を検討する必要がある． 
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